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慎重にね

ひとこと助言 ●突然訪問してきた事業者に安易に点検させないようにしましょう。
点検箇所をわざと壊して撮影し勧誘するなど、悪質なケースも
みられます。
●点検後に修理を勧められてもその場で契約しないようにしま
しょう。別の専門家に確認を依頼したり、複数の事業者から見積
もりを取ったりするとよいでしょう。
●家族や周囲の人は、不審な人物が来ていないか、見慣れない書面が
ないかなど、高齢者の様子に気を配りましょう。
●工事終了後でも、クーリング・オフできる場合があります。困った
ときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談
ください（消費者ホットライン 188）。

近所で工事しているという事業者が

来 訪 し「 お 宅 の 屋 根 が

めくれているのが見えた。

屋根に登って点検する」
と 言 う ので 依 頼した。

点検後、屋根が浮いて
いる写真を見せられ、
そのままにしておけない

と 思 い、約 30 万 円 の

修理を契約した。その後、
家族の勧めでハウスメーカー

に確 認してもらうと「釘を
引き抜いたような新しい傷
がある」と言われた。

（60 歳代 女性）

点検中に
屋根を壊された？
点検商法に注意
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すぐに
契約しないで

ひとこと助言 ●「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる。申請をサポートする」
などと勧誘され、高額な手数料や、修理をキャンセルした場合の違約金を
請求されるケースがみられます。

●勧誘されてもすぐに契約せず、保険会社への申請手続に不安がある場合
は、まずは保険会社や保険代理店に相談して、アドバイスを求めることが
大切です。
●損害保険は自然災害などによる損害を対象としており、経年劣化による
損害は対象外です。うその理由で申請するよう勧められても、決して応じ
ないようにしましょう。
●契約してしまった場合でも、クーリング・オフができる場合があります。
困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談
ください（消費者ホットライン188）。

「台風による家屋の被害調査をしている」と

電話があり、来訪を了承した。事業者がドローンで

屋根などの点検を行った後、写真を見せられ

「屋根瓦に割れている箇所がある。損害保険の
保険金で修繕できる。当社が保険金

の申請をサポートする」と説明
されたため、その場で保険金申請
代行の契約をした。その後、契約
書をよく読むと「損害保険金

支給額の35％を手数料と
して支払うこと」と記載があった。

冷 静 に考 えると、保 険 会 社

への申請は自分でできる。
クーリング・オフしたい。（70歳代）

「保険金で
住宅修理ができる」と
勧誘する事業者に注意！
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想定外の

高額請求！
トイレ修理
トラブルに注意 トイレが詰まったので、

インターネットで検索し
「修理〇百円〜」と

記載のある業者に依頼した。最初ポンプのようなもので作業したが

改善せず、ドリルのようなもので詰まった異物を粉砕することになった。
「通常50万円だが半額にする」と言われ了承し、詰まりは解消

した。手持ちの現金がなく翌日支払うと伝えたがダメだと言われ、

ATMで引き出して支払った。気になって、後日他の業者に

聞いたら、ありえないほど高額 だと言われた。(60歳代)

ひとこと助言
●広告に表示された料金で作業できるとは限りません。広告の料金をうのみに
せず、依頼する際は、その料金での作業内容や追加料金が発生しないかなどを
確認しましょう。
●想定していないほど高額な料金の作業を提案された場合は、作業を断るように
しましょう。また、請求額や作業内容に納得できないときは、後日納得した金額で
支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いはきっぱり断りましょう。
●地域の工務店などの、安心して依頼できる事業者の情報を日ごろから集めて
おきましょう。
●広告表示額と請求額が大きく異なる場合など、クーリング・オフできる可能性
もあります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談
ください（消費者ホットライン188）。

想定外の
作業は断って

見守るくん
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先々のことを
考えて

ひとこと助言 ●自宅を不動産業者に売却して代金を受け取り、同時に賃貸借契約を結んで、その後は家賃を払いながら同じ家に住み続ける「リースバック」という不動産
取引があります。

●リースバックで結んだ賃貸借契約においては、期間が定められる場合も多く、ずっと
住み続けられる保証はありません。家賃が相場より高額に設定されてしまうことや、
契約更新時に家賃が値上げされることもあります。また、経済的事情の変化に
より支払えなくなる事態が生じる場合もあります。

●自宅の売却はクーリング・オフができず、契約が成立してしまうと無条件で解除でき
ません。メリットだけでなくデメリットやしくみもよく理解して慎重に考えましょう。
●不動産取引は複雑です。契約する前に家族など信頼できる方に相談し、一人で対応
しないようにしましょう。不安な場合は、お住まいの自治体の消費生活センター等
にご相談ください（消費者ホットライン188）。

4 年前、所有していたマンションを売って、そのまま賃貸で
そこに住み続けられる契約をした。売却金額は1千万円で、

家賃の月額は9万 5千円。当時の月収は、夫と私の年金で

25万円以上あったが、しばらく

して夫が亡くなり、年金が

減って家賃の支払いが
遅れるようになった。
本日集金人がやってきて

催促された。事情を話すと

「払わないなら出て行って
もらう」と言われた。

（70 歳代）

自宅を売っても
住み続けられる？
リースバックは
慎重に検討して！


